
所　　　在 階　　　数 延床面積 土地面積

1 階

階 地下 1 階

4,173 百万円

4,173 百万円 6 百万円 百万円－

階 33,264 ㎡ ㎡

・上記の評価を踏まえ、平成29年度は新京橋駐車場の改修に係る実施設計費を計上する。
・工事期間中は駐車場を一場ずつ全部閉鎖して工事を行うため、利用者に対する別駐車場への誘
　導や閉鎖期間の周知等については、指定管理者である（公財）東京都道路整備保全公社と調整
　を図り対応していく。

全体事業費 29年度見積額 28年度予算額

区　分

事業評価票（施設整備関係予算）

29 年度

㎡

・昭和通り路外駐車場は、築52年が経過した四つの駐車場（日本橋駐車場、宝町駐車場、新京橋
　駐車場、東銀座駐車場）からなる地下駐車場で、設備機能の老朽化が著しいほか、施設機能の
　維持のため、第一期の新京橋駐車場を皮切りに、四期に渡る玉突き改修工事を行うものであ
　る。

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

１ 昭和通り路外駐車場（建設局） 整 備 着 手 平成

予定地

現在地 33,264 ㎡

　 同　　上 地上

施 設 整 備
計 画 概 要
(局計画)

区　分 所　　　在 階　　　数 延床面積 土地面積

33,264 ㎡

 中央区日本橋二丁目12番12号地先外 地上 ㎡

実施設計
実施設計

工事
実施設計

工事
実施設計

工事
実施設計

工事
実施設計

工事

階 地下

計 画 評 価
(土地･床関係)

・本計画は、新たに敷地を取得することなく現施設を順次改修するものであり、財産運用上の問
　題はない。
・施設の改修に当たっては、仮駐車場の設置を伴わず新たな敷地を必要としないことから、財産
　活用上の合理性がある。

計画の評価

妥当 見直し

見送り その他

計 画 評 価
(建築技術関係)

・現施設は、設備機能の老朽化が著しいため、設備更新を主体とした改修を行うことにより、長
　寿命化を図ることは妥当である。
・各駐車場は利用者が多く、定期契約者もいることから、工事計画に合わせた移転調整及び閉鎖
　期間等の周知徹底が必要である。
・第二期以降の事業着手となる新京橋駐車場を除く３駐車場は、事業着手前に改めて改修範囲や
　コスト等について精査する必要がある。

〈建築コスト(参考)〉 計画の評価

・工事費　4,054百万円
・委託料　　120百万円　計　4,173百万円

妥当 見直し

見送り その他

所要額［参考］
(建築ｺｽﾄ関係)

実施設計
工事

実施設計
工事

29年度見積への
財務局評価

・老朽化した施設に対し改修の必要性が認められることから、設
　計経費を見積額のとおり計上する。
・工事期間中においても可能な限り収入が確保できるよう、引き
　続き指定管理者との調整を要する。

妥当 見直し

見送り その他

29年度予算額

実施設計
実施設計

工事
実施設計

工事
実施設計

工事

29年度見積
(局評価)

6 百万円

地上 階

 中央区日本橋二丁目12番12号地先外 地上現在地

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

予定地 　 同　　上 33,264 ㎡

階 地下 1

㎡地下 1 階

34年度



30

百万円 百万円

百万円

所要額［参考］
(建築ｺｽﾄ関係)

地上 3 階

 府中市栄町三丁目３番１号 地上 3 階 地下

㎡地下 階

階 地下 階現在地  府中市栄町三丁目３番１号 地上 3

事業評価票（施設整備関係予算）

2 都立府中高等学校（教育庁） 整 備 着 手 平成 29 年度

30,895 ㎡10,707 ㎡

32年度 33年度 34年度

予定地 　 同　　上 地上 3 階 地下 階

計 画 評 価
(土地･床関係)

・本計画は、仮校舎建設用地や新校舎建設用地を新たに取得する必要がなく、新校舎の現敷地内
　への建設並びに武道場及び体育館の改修を実施するものであるから、財産運用上の問題はな
　い。

計画の評価

妥当 見直し

見送り その他

施 設 整 備
計 画 概 要
(局計画)

区　分 所　　　在 階　　　数 延床面積 土地面積

12,606 ㎡ 30,895 ㎡

・都立府中高等学校は、築54年が経過し、施設全般にわたって老朽化が著しいため、現地改築を
　行う。
・なお、昭和62年しゅん功のプール棟及び体育館棟については、経年による設備機器等の劣化が
　進行していることから改修を行う。【平成37年開設】

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

階 10,707 ㎡ 30,895 ㎡

予定地 　 同　　上

基本設計
基本設計
実施設計

実施設計 工事 工事 工事

5,408 百万円

計 画 評 価
(建築技術関係)

・校舎棟は、経年劣化による老朽化が著しいことから改築を行うことは妥当である。
・配置計画については、府中市の銘木百選であるアカマツの群植への配慮や改修するプール棟及
　び体育館棟の配置などから、現地改築とすることは妥当である。
・武道場及び体育館は、劣化状況について詳細な調査を行い、調査結果に基づく適切な改修内容
　を早急に確定させる必要がある。

〈建築コスト(参考)〉 計画の評価

・工事費　5,095百万円
・委託料　　313百万円　計　5,408百万円

妥当 見直し

見送り その他

12,606 ㎡ 30,895

・当初計画に基づいて経費を見積り、平成29年度は基本設計費・測量調査費を計上する。
・引き続き、整備内容について調整するとともに、現在実施中の劣化度調査の結果に基づき、武
　道場・体育館の改修内容を確定させていく。

全体事業費 29年度見積額 28年度予算額

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

6,274 百万円 30 －

工事 工事

29年度見積への
財務局評価

・現施設の老朽状況から改築は妥当であり、見積額のとおり計上
　する。
・引き続き、建築計画等の諸条件の精査を要する。

妥当 見直し

見送り その他

29年度予算額

基本設計
基本設計
実施設計

実施設計 工事

29年度見積
(局評価)

区　分 所　　　在 階　　　数 延床面積 土地面積

現在地



予定地

百万円 － 百万円

35 百万円

34年度

・当初計画に基づいて経費を見積り、平成29年度は基本設計費・地盤測量調査費を計上する。
・引き続き、建物配置や車両動線等について調整していく。

全体事業費 29年度見積額 28年度予算額

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

工事 工事

29年度見積への
財務局評価

・現施設の老朽状況から改築は妥当であり、見積額のとおり計上
　する。
・引き続き、建築計画等の諸条件の精査を要する。

妥当 見直し

見送り その他

29年度予算額

基本設計
基本設計
実施設計

実施設計 工事

29年度見積
(局評価)

区　分 所　　　在

現在地

6,091 百万円 35

　 同　　上 地上 4 階

 日野市石田一丁目１９０番地１外 地上 4 階 地下

㎡地下 階 13,790 ㎡ 37,351

所要額［参考］
(建築ｺｽﾄ関係)

階　　　数 延床面積 土地面積

階 14,502 ㎡ 37,351

5,937 百万円

㎡

計 画 評 価
(建築技術関係)

・現施設は経年劣化による老朽化が著しいほか、敷地の陥没や大雨時の浸水被害などが発生して
　いることから、改築することは妥当である。
・配置計画は、敷地西側への建物の集約化や整形なグラウンドの確保など、将来的な施設整備も
　考慮されているが、現校舎と異なる建物配置であるため、近隣に対し建物配置の変更等、十分
　な説明が必要である。
・近接する公共施設で同時期に建替計画が進められており、工事搬入路等が錯綜する可能性があ
　るため、工事計画について関係者と十分な調整を図る必要がある。

〈建築コスト(参考)〉 計画の評価

・工事費　5,581百万円
・委託料　　356百万円　計　5,937百万円

妥当 見直し

見送り その他

計 画 評 価
(土地･床関係)

・本計画は、仮校舎を建設することなく、新たな敷地の取得も必要とせずに新校舎を現敷地内に
　建設するものであるから、財産運用上の問題はない。

計画の評価

妥当 見直し

見送り その他

施 設 整 備
計 画 概 要
(局計画)

区　分 所　　　在 階　　　数 延床面積 土地面積

13,790 ㎡

 日野市石田一丁目１９０番地１外 地上 4 37,351 ㎡

基本設計
基本設計
実施設計

実施設計 工事 工事 工事

事業評価票（施設整備関係予算）

29 年度

37,351 ㎡

・都立日野高等学校は、築49年が経過し、施設全般にわたって老朽化が著しいため、現地改築を
  行う。【平成38年開設】

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

3 都立日野高等学校（教育庁） 整 備 着 手 平成

予定地

現在地 14,502 ㎡

　 同　　上 地上 4 階 地下 階

階 地下 階



工事 工事

29年度見積への
財務局評価

・現施設の経年劣化、狭あい化による移転改築は妥当であり、
　見積額のとおり計上する。
・引き続き、改築に向けた諸条件について、関係機関と調整を
　要する。

妥当 見直し

見送り その他

29年度予算額

地盤調査
測量

基本設計
実施設計

実施設計 工事 工事

4,031 ㎡ 8,454

・当初計画に基づいて経費を見積り、平成29年度は基本設計費等を計上する。
・改築に向けた関係機関との協議及びスケジュール調整を行い、事業を推進する。

全体事業費 29年度見積額 28年度予算額

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

29年度見積
(局評価)

区　分 所　　　在 階　　　数 延床面積 土地面積

現在地

計 画 評 価
(建築技術関係)

・現施設は狭あい化が著しく、隣接する単身寮についても老朽化が著しいことから改築すること
　は妥当である。
・改築に当たっては、有効な警察機能を確保するのみならず、単身寮を併設することにより、災
　害発生時に必要な警備要員の確保も可能になることから、移転改築とすることは妥当である。

〈建築コスト(参考)〉 計画の評価

※所管局による見積り
・工事費　  3,139百万円
・委託料　　　213百万円　計　3,352百万円

妥当 見直し

見送り その他

階 700 ㎡ 1,752 ㎡

予定地 　三宅島三宅村神着１０６番１

地盤調査
測量

基本設計
実施設計

実施設計 工事 工事 工事 工事

計 画 評 価
(土地･床関係)

・本計画は、経年劣化が著しいため、別地に移転改築するものであり、仮設庁舎の建設も不要で
　あることから、財産運用上の問題はない。
・跡地の利用計画については、財産運用部と協議を行う必要がある。

計画の評価

妥当 見直し

見送り その他

施 設 整 備
計 画 概 要
(局計画)

区　分 所　　　在 階　　　数 延床面積 土地面積

4,031 ㎡ 8,454 ㎡

・三宅島警察署は築44年が経過していることに加え、平成12年の噴火災害の影響による劣化の進
　行及び狭あい化も著しいため、改築を行うものである。
・なお、現在の敷地は、狭あいかつ不整形で、高低差もあることから別地にて改築を行う。
・また、現在地の隣地にある単身寮も築48年を経過し、老朽化が著しいことから署の移転に合わ
  せて移転改築を行うものである。【平成34年開設】

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

予定地 　三宅島三宅村神着１０６番１ 地上 4 階 地下 階

階 地下 階現在地 　三宅島三宅村伊豆６４０番 地上 2

事業評価票（施設整備関係予算）

4 三宅島警察署（警視庁） 整 備 着 手 平成 29 年度

1,752 ㎡700 ㎡

3,352 百万円

3,353 百万円 42 百万円 6 百万円

42 百万円

所要額［参考］
(建築ｺｽﾄ関係)

地上 4 階

　三宅島三宅村伊豆６４０番 地上 2 階 地下

㎡地下 階



工事 工事

29年度見積への
財務局評価

・現施設の経年劣化、狭あい化による現地改築は妥当であり、見
　積額のとおり計上する。
・引き続き、改築に向けた諸条件について、市と調整を要する。

妥当 見直し

見送り その他

29年度予算額

基本設計 実施設計 工事 工事

2,720 ㎡ 2,589

・当初計画に基づいて経費を見積り、平成29年度は基本設計費及び地盤調査費を計上する。
・改築に向けた具体的な手続き、スケジュール等については、引き続き、市と調整を行う。

全体事業費 29年度見積額 28年度予算額

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

29年度見積
(局評価)

区　分 所　　　在 階　　　数 延床面積 土地面積

現在地

計 画 評 価
(建築技術関係)

・現施設は、狭あい化が著しいことなどから、防災拠点としての機能強化等を図るために、改築
　することは妥当である。

〈建築コスト(参考)〉 計画の評価

※所管局による見積り
・工事費　2,411百万円
・委託料　　153百万円　計　2,564百万円

妥当 見直し

見送り その他

階 843 ㎡ 1,588 ㎡

予定地  　同　　上

基本設計 実施設計 工事 工事 工事 工事

計 画 評 価
(土地･床関係)

・本計画は、経年劣化・狭あい化が著しいため、新たに拡張用地を確保したうえで、庁舎を整備
　するものであるが、現敷地を有効活用するものであり、拡張用地については、消防事務受託の
　原則に基づき、清瀬市が確保するため、財産運用上の問題はない。
・拡張用地及び仮移転先の土地は、消防事務受託の原則に基づき、清瀬市が確保するが、具体的
　な手続き、スケジュール等については、引き続き、市と調整する必要がある。

計画の評価

妥当 見直し

見送り その他

施 設 整 備
計 画 概 要
(局計画)

区　分 所　　　在 階　　　数 延床面積 土地面積

2,720 ㎡ 2,589 ㎡

・清瀬消防署は築44年が経過していることに加え、狭あい化が著しいため、借入する隣地を加え
　て、現地改築を行う。【平成34年開設】

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

予定地  　同　　上 地上 3 階 地下 1 階

階 地下 階現在地  清瀬市中清戸二丁目８５０番１号 地上 3

事業評価票（施設整備関係予算）

5 清瀬消防署（東京消防庁） 整 備 着 手 平成 29 年度

1,588 ㎡843 ㎡

2,564 百万円

2,669 百万円 40 百万円 － 百万円

40 百万円

所要額［参考］
(建築ｺｽﾄ関係)

地上 3 階

 清瀬市中清戸二丁目８５０番１号 地上 3 階 地下

㎡地下 1 階



34年度

工事 工事

29年度見積への
財務局評価

・現施設の経年劣化、狭あい化による現地改築は妥当であり、見
　積額のとおり計上する。
・引き続き、改築に向けた諸条件について、市と調整を要する。

妥当 見直し

見送り その他

29年度予算額

基本設計 実施設計 工事 工事

43 百万円

全体事業費 29年度見積額 28年度予算額

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

㎡地下 階 3,300 ㎡ 2,580

・当初計画に基づいて経費を見積り、平成29年度は基本設計費及び地盤調査費を計上する。
・改築に向けた具体的な手続き、スケジュール等については、引き続き、市と調整を行う。

 　同　　上 地上 4 階

 福生市福生１０７２番地 地上 5 階 地下

所要額［参考］
(建築ｺｽﾄ関係)

29年度見積
(局評価)

区　分 所　　　在 階　　　数 延床面積 土地面積

現在地

計 画 評 価
(建築技術関係)

・現施設は、狭あい化が著しいことなどから、防災拠点としての機能強化等を図るために、改築
　することは妥当である。

〈建築コスト(参考)〉 計画の評価

※所管局による見積り
・工事費　2,001百万円
・委託料　　169百万円　計　2,170百万円

妥当 見直し

見送り その他

階 698 ㎡ 1,726 ㎡

予定地

工事

計 画 評 価
(土地･床関係)

・本計画は、経年劣化・狭あい化が著しいため、新たに拡張用地を確保したうえで、庁舎を整備
　するものであるが、現敷地を有効活用するものであり、拡張用地については、消防事務受託の
　原則に基づき、福生市が確保するため、財産運用上の問題はない。
・拡張用地及び仮移転先の土地は、消防事務受託の原則に基づき、福生市が確保するが、具体的
　な手続き、スケジュール等については、引き続き、市と調整する必要がある。

計画の評価

妥当 見直し

見送り その他

施 設 整 備
計 画 概 要
(局計画)

区　分 所　　　在 階　　　数 延床面積 土地面積

3,300 ㎡ 　同　　上 地上 4 階 地下 階

基本設計 実施設計 工事 工事 工事

現在地  福生市福生１０７２番地 地上 5

事業評価票（施設整備関係予算）

6 福生消防署（東京消防庁） 整 備 着 手 平成 29 年度

1,726 ㎡698 ㎡

2,170 百万円

2,606 百万円 43 百万円 － 百万円

階 地下 階

2,580 ㎡

・福生消防署は築46年が経過していることに加え、狭あい化が著しいため、借入する隣地を加え
　て、現地改築を行う。
・また、災害時に即応できる職員の確保のため待機宿舎を併設することで、防災拠点としての機
　能強化を図る。【平成35年開設】

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

予定地



現在地 460 ㎡

 武蔵村山市榎一丁目 地上 5 階 地下 階

階 地下 階

実施設計 工事 工事 工事

事業評価票（施設整備関係予算）

29 年度

1,500 ㎡

・北多摩西部消防署三ツ木出張所は築42年が経過していることに加え、狭あい化が著しいため、
　別地にて改築を行う。
・また、災害時に即応できる職員の確保のため待機宿舎を併設することで、防災拠点としての機
　能強化を図る。【平成32年開設】

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

7 北多摩西部消防署三ツ木出張所（東京消防庁） 整 備 着 手 平成

予定地

計 画 評 価
(土地･床関係)

・本計画は、経年劣化・狭あい化が著しいため、庁舎を整備するものであるが、移転先の土地
　は、消防事務受託の原則に基づき、武蔵村山市が確保するため、財産運用上の問題はない。
・移転改築に向けた具体的な手続き、スケジュール等については、引き続き、市と調整する必要
　がある。

計画の評価

妥当 見直し

見送り その他

施 設 整 備
計 画 概 要
(局計画)

区　分 所　　　在 階　　　数 延床面積 土地面積

1,529 ㎡

 武蔵村山市三ツ藤三丁目５３番１号 地上 2 990 ㎡

基本設計

計 画 評 価
(建築技術関係)

・現施設は、狭あい化が著しいことなどから、防災拠点としての機能強化等を図るために、改築
　することは妥当である。
・現施設の解体に当たり、擁壁や建物基礎、地下埋設物等の取扱いにより工程やコストに影響が
　生じるため、関係者との調整が必要となる。

〈建築コスト(参考)〉 計画の評価

※所管局による見積り
・工事費　  935百万円
・委託料　　 98百万円　計　1,033百万円

妥当 見直し

見送り その他

㎡地下 階 1,529 ㎡ 1,500

所要額［参考］
(建築ｺｽﾄ関係)

階　　　数 延床面積 土地面積

階 460 ㎡ 990

 武蔵村山市榎一丁目 地上 5 階

 武蔵村山市三ツ藤三丁目５３番１号 地上 2 階 地下

工事

29年度見積への
財務局評価

・現施設の経年劣化、狭あい化による移転改築は妥当であり、見
　積額のとおり計上する。
・引き続き、改築に向けた諸条件について、市と調整を要する。

妥当 見直し

見送り その他

29年度予算額

基本設計 実施設計 工事 工事

29年度見積
(局評価)

区　分 所　　　在

現在地

1,033 百万円

1,074 百万円 26 百万円 － 百万円

26 百万円

34年度

・当初計画に基づいて経費を見積り、平成29年度は基本設計費及び地盤調査費を計上する。
・改築に向けた具体的な手続き、スケジュール等については、引き続き、市と調整を行う。

全体事業費 29年度見積額 28年度予算額

～27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

㎡

予定地


	28sisetsu001
	１

	28sisetsu002
	2

	28sisetsu003
	３

	28sisetsu004
	4

	28sisetsu005
	５

	28sisetsu006
	福生消防署

	28sisetsu007
	7


